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津市告示第１７号 

津市住居表示に関する条例（平成１８年津市条例第７８号）第５条の規定に

基づき、高茶屋五丁目の街区の区域を変更及び新設し、次のように定める。 

  平成２５年２月１日 

              津市長 前 葉 泰 幸   

１ 変更区域（別図のとおり） 

  高茶屋五丁目７番街区 

２ 新設区域（別図のとおり） 

  高茶屋五丁目１２番街区、１３番街区、１４番街区、１５番街区、１６番

街区、１７番街区、１８番街区、１９番街区及び２０番街区 

３ 実施期日 

  平成２５年２月１日 
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津市告示第１８号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、平成２５年度の津

市市営住宅の近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  平成２５年２月１日 

                     津市長  前 葉 泰 幸 

 市 営 住 宅 の 名 称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３２,０００ 円 

白塚団地２号館 ３２,０００ 円 

白塚団地３号館 ３２,２００ 円 

白塚団地４号館 ３７,５００ 円 

白塚団地５号館 ３８,３００ 円 

一身田アパート１ ３７,４００ 円 

一身田アパート２ ３７,４００ 円 

上浜六丁目住宅 ７,８００ 円 

旭町ＣＢアパート １３,１００ 円 

下部田簡耐住宅 ８,２００ 円 

大井アパート ２４,１００ 円 

大井住宅 １ ３１,８００ 円 

大井住宅 ２ ３１,８００ 円 

大井住宅 ３ ３２,８００ 円 

大井住宅 ４ ３２,８００ 円 

大井住宅 ５ ３８,５００ 円 

大井住宅 ６ ３８,５００ 円 

大井住宅 ７ ３９,４００ 円 

大井住宅 ８ ３９,４００ 円 

高洲町アパート１号館 １４,８００ 円 

高洲町アパート２号館 １７,２００ 円 

高洲町アパート３号館 ２２,３００ 円 



高洲町アパート４号館 ２４,１００ 円 

高洲町アパート５号館 ２４,１００ 円 

高洲住宅 １ ３７,１００ 円 

高洲住宅 ２ ３６,４００ 円 

高洲住宅 ３ ４０,５００ 円 

高洲住宅 ４ ３９,４００ 円 

新町２号館アパート １６,５００ 円 

新町３号館アパート １４,５００ 円 

新町４号館アパート １４,５００ 円 

千鳥アパート ４１,４００ 円 

阿漕簡耐住宅 １１,５００ 円 

阿漕Ｂ住宅 ９,５００ 円 

阿漕Ｃ住宅 ９,５００ 円 

阿漕１号館アパート １３,７００ 円 

阿漕２号館アパート １４,５００ 円 

南阿漕１号館 ２１,２００ 円 

南阿漕２号館 ３０,６００ 円 

朝汐１号館アパート １１,７００ 円 

朝汐２号館アパート １２,７００ 円 

朝汐３号館アパート １３,３００ 円 

藤水団地１号館 ４０,４００ 円 

藤水団地２号館 １ ３８,８００ 円 

藤水団地２号館 ２ ４３,５００ 円 

上弁財団地１号館 ４７,８００ 円 

上弁財団地２号館 １ ４８,２００ 円 

上弁財団地２号館 ２ ３９,７００ 円 

ぜにやま団地１号館 １０,５００ 円 

ぜにやま団地２号館 １１,５００ 円 

ぜにやま団地３号館 １１,３００ 円 

ぜにやま団地４号館 １２,６００ 円 

ぜにやま団地５号館 １２,０００ 円 

ぜにやま団地６号館 １３,８００ 円 

ぜにやま団地７号館 １４,３００ 円 



ぜにやま団地８号館 １４,７００ 円 

ぜにやま団地９号館 １５,３００ 円 

ぜにやま団地１０号館 １５,３００ 円 

ぜにやま団地１１号館 １５,３００ 円 

ぜにやま団地１２号館 １６,８００ 円 

ぜにやま団地１３号館 ２１,２００ 円 

ぜにやま団地１４号館 ２１,４００ 円 

ぜにやま団地１５号館 ２３,２００ 円 

ぜにやま団地１６号館 ２４,１００ 円 

ぜにやま団地１７号館 ２７,０００ 円 

ぜにやま団地１８号館 ２７,０００ 円 

ぜにやま団地１９号館 ２６,１００ 円 

垂水Ｄ住宅 ８,８００ 円 

藤方団地１号館 ２７,３００ 円 

藤方団地２号館 ２８,６００ 円 

藤方団地３号館 ２８,７００ 円 

藤方団地４号館 ２７,８００ 円 

城山アパート １１,２００ 円 

西城山１号館アパート １４,６００ 円 

西城山２号館アパート １４,６００ 円 

西城山３号館アパート １５,０００ 円 

西城山４号館アパート １５,０００ 円 

西城山５号館アパート １４,９００ 円 

西城山６号館アパート １４,９００ 円 

小森団地１号館 ４３,９００ 円 

小森団地２号館 ４０,６００ 円 

高茶屋住宅 ８,５００ 円 

里ノ上Ａ住宅 ８,１００ 円 

里ノＢ住宅 ８,１００ 円 

雲出１号館 １ ６８,４００ 円 

雲出１号館 ２ ６４,１００ 円 

雲出１号館 ３ ６３,５００ 円 

雲出１号館 ４ ６３,５００ 円 



雲出１号館 ５ ６５,８００ 円 

雲出２号館 １ ７０,１００ 円 

雲出２号館 ２ ６５,６００ 円 

雲出２号館 ３ ６４,９００ 円 

雲出２号館 ４ ６５,６００ 円 

雲出２号館 ５ ６４,９００ 円 

雲出２号館 ６ ６７,３００ 円 

雲出２号館 ７ ７０,１００ 円 

野村団地 １０,５００ 円 

野村東団地 ９,９００ 円 

相川団地 １２,１００ 円 

森団地 １ ７,９００ 円 

森団地 ２ ８,４００ 円 

森団地 ３ １１,７００ 円 

森団地 ４ １２,０００ 円 

森団地 ５ ８,３００ 円 

森団地 ６ １４,７００ 円 

森団地 ７ １３,１００ 円 

森団地 ８ １４,６００ 円 

中町団地Ａ ２５,９００ 円 

中町団地Ｂ ２７,９００ 円 

相川西団地Ａ ２７,５００ 円 

相川西団地Ｂ ３５,２００ 円 

明神団地 ３６,０００ 円 

北口団地Ａ ３５,６００ 円 

北口団地Ｂ ３８,４００ 円 

桃里団地Ａ ４２,３００ 円 

桃里団地Ｂ ４９,０００ 円 

桃里団地Ｃ ４３,５００ 円 

桃里団地Ｄ １ １０１,０００ 円 

桃里団地Ｄ ２ ８３,２００ 円 

桃里団地Ｄ ３ ８３,３００ 円 

桃里団地Ｄ ４ １００,０００ 円 



中別保住宅 ９,７００ 円 

青木団地 １ １６,２００ 円 

青木団地 ２ １７,７００ 円 

藤ヶ丘団地 １ ２８,２００ 円 

藤ヶ丘団地 ２ ２８,７００ 円 

殿町住宅 ３７,０００ 円 

新横山住宅 ３７,５００ 円 

美里第１住宅Ａ棟 ３２,６００ 円 

美里第１住宅Ｂ棟 ３２,６００ 円 

美里第２住宅１号館 １７,４００ 円 

美里第２住宅２号館 １７,４００ 円 

片野団地A棟 ３５,８００ 円 

片野団地B棟 ３５,８００ 円 

新沢田団地 １６,１００ 円 

奥津団地 ５,３００ 円 

下之川団地 ４,９００ 円 



津市告示第１９号 

 平成２５年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  平成２５年２月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２５年２月１３日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

 議会運営委員の選任 

 常任委員の選任 



津市告示第２０号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２５年２月８日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所 在 地 取消し年月日

マルキ設備
津市藤方

１９４０番地
平成２５年１月３０日



津市告示第２１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年２月８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

西丸之内地内 １ 平成２５年 １月 ４日 

大園町地内 １ 平成２５年 １月 ４日 

分部地内 １ 平成２５年 １月 ７日 

桜橋地内 １ 平成２５年 １月 ８日 

藤方地内 １ 平成２５年 １月１１日 

本町地内 １ 平成２５年 １月１１日 

栗真中山町地内 １ 平成２５年 １月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 １月１６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 １月１７日 

小舟地内 １ 平成２５年 １月２１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 １月２２日 

久居駅前第 1 公共自転車等駐車場 ２０ 平成２５年 １月２２日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ２１ 平成２５年 １月２２日 

久居新町地内 ３１ 平成２５年 １月２４日 

高茶屋小森町地内 ３ 平成２５年 １月２４日 

久居本町地内 １ 平成２５年 １月２４日 

高茶屋地内 ２ 平成２５年 １月２４日 

久居野村町地内 １ 平成２５年 １月２４日 

久居北口町地内 ２ 平成２５年 １月２４日 

長岡町地内 １ 平成２５年 １月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 １月２８日 

白塚町地内 １ 平成２５年 １月２９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 １月３０日 



寿町地内 １ 平成２５年 １月３０日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 













津市告示第２３号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年２月１３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○ 

○○○○○○ ○○

○○○○ ○○○○

○○ 

差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２４号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年２月１３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○ 

○○○○○○ ○○

○○○○ ○○○○

○○ 

配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年２月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１２０２９１６ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月４日

１３３６９０３ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月４日

２１０３５３４ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月７日

９１３５６７６ 平成２４年１２月１９日 平成２５年１月１８日

５１２９２５４ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月２２日

９２１８５０９ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月２５日

１３０４２６６ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月２８日

３１０３７６４ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月２９日

７１７６８２４ 平成２４年１０月１日 平成２５年１月２９日



津市告示第２６号 

平成２５年産の大豆に適用する共済掛金率等を津市農業共済条例第１１０条

第２項の規定により次のとおり告示する。 

平成２５年２月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済目的 

の種類等
区域 引受方式

共 済 

掛金率

共済加入

者負担共

済掛金率

大豆１類 津市 

半相殺 
％

6.6 

％

2.970 

全相殺 8.4 3.780 

一 筆 6.2 2.790 

適用 この共済掛金率等は、平成２５年産に係る共済関係から適用する。 



津市公告第１８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年２月１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１月３０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市大園町７６番、７９番 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市中旭が丘一丁目８番１７号 

  田邊令記 

  鈴鹿市江島町２８８番地の１ 

  有限会社 三重土地流通 

  代表取締役 坂倉博之 



津市公告第１９号 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下「法」という。）第２４条第

１項の規定により、国土交通大臣から事業認定申請書及びその添付書類の写し

の送付を受けたので、同条第２項の規定により、これを公衆の縦覧に供するた

め次のとおり公告します。 

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、この公告に基づく縦覧期

間内に限り、法第２３条の規定により、国土交通大臣に土地収用法施行規則

（昭和２６年建設省令第３３号）第４条の規定に従って公聴会開催請求書を提

出することができ、また、法第２５条の規定により、三重県知事に意見書を提

出することができます。 

  平成２５年２月１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 起業者の名称  

国土交通大臣 

２ 事業の種類  

一般国道２３号改築工事（中勢バイパス・三重県津市神戸字名塚地内から

津市高茶屋小森町字瓦ヶ野地内まで） 

３ 起業地  

(1) 収用の部分 

    三重県津市神戸字名塚、字にんぼう、字伊賀谷、字大釜、字鳥羽見、

字上はんの木、字はんの木及び字藤谷、久居明神町字西藤谷、半田字奥

藤谷、久居藤ヶ丘町字西硯石、大字半田字丸田、久居相川町字硯石及び

字畑山、垂水字丸地、字西焼尾及び字二年田、久居桜が丘町、久居小野

辺町字小池谷、字畑山新田、字東花領下及び字小膳田、久居野村町字北

小膳田、字東山神、字小膳田及び字駒屋、高茶屋小森上野町字野田並び

に高茶屋小森町字野田及び字瓦ヶ野地内 

 (2) 使用の部分 

     三重県津市神戸字名塚、字にんぼう、字伊賀谷、字大釜、字長谷、字

鳥羽見、字上はんの木及び字藤谷、半田字奥藤谷、久居藤ヶ丘町字西硯



石、大字半田字丸田、久居相川町字硯石及び字畑山、垂水字丸地、字西

焼尾及び字二年田、久居桜が丘町、久居小野辺町字小池谷、字畑山新田

及び字東花領下、久居野村町字北小膳田、字東山神、字小膳田及び字駒

屋、高茶屋小森上野町字野田並びに高茶屋小森町字瓦ヶ野地内 

４ 縦覧場所 

  津市役所 建設部事業調整室 

５ 縦覧期間 

  公告の日から２月１５日まで 



津市公告第２０号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２５年２月１日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

垂水 法ヶ広 3271 
514 ㎡

うち 169.43 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市公告第２１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年２月４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年１月３０日

２ 抑留期間 平成２５年２月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

芸濃町中縄 
雑種 茶トラ 雌 中型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第２２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２５年２月７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２５年２月４日 

３ 指定道路の位置 

津市藤方字黒木 154-10、154-11、法定外道路の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長 ２１．２メートル 

幅員  ４．０メートル～５．８メートル 



津市公告第２３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年２月８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年２月５日

２ 抑留期間 平成２５年２月１４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

大里野田町 
シーズー うす茶 雄 小型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第２４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年２月８日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市教育委員会告示第２号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２５年２月１５日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２５年２月１８日（月）午後３時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）平成２４年度津市一般会計補正予算（第７号）＜教委所管分＞について

（２）平成２５年度津市一般会計予算＜教委所管分＞について

（３）平成２５年度教育方針について

（４）津市立学校設置条例の一部の改正について

（５）津市就学指導委員会条例の一部の改正について

（６）津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部の改正について



津市教育委員会告示第３号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２５年２月１５日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２５年２月１８日（月）第２回教育委員会終了後

２ 招集の場所 教育長室

３ 会議の事件 教育委員会委員長の選任について


